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児童福祉 高齢者福祉

生活困窮

0歳 18歳 65歳

障がい福祉

生活保護

（18歳以上になると）フォローアップがで
きない（例：不登校、ひきこもりなど）

「地域福祉計画と包括的な支援体制づくり推進セミナー」関西学院大学 藤井博志教授資料を加工して作成

• 地域ケアシステム検討委員会での事例分析及び各附属機関へのヒアリングを内容を統合し「制度や分野の狭間で生じている課
題」をイメージ化

• 芦屋市においても、個人や世帯が直面する生活問題は複合化・複雑化しており、児童、障がい、高齢などの個別の制度・サー
ビスでは問題解決に至らない対象者や世帯が増加

• 複合化・複雑化した問題を抱えた世帯は、生活問題が顕在化しにくく、地域からは孤立しがち
• 相談支援の実践機関は、「連携・協働する機関や専門職を見つけられない」、「支援する手だてが見つけられない」等によっ
て“抱え込み”や“行き詰まり”が生じ支援が停滞

困窮世帯を見つけ
てもどこにつなぐ
かわからない

学校教育現場で
は世帯全体が見
えにくい
（例：親が障が
いの疑い、児童
虐待など）

障がいが疑われるが「手帳がない」「本人や家族が
支援を希望していない」等の理由で障がい相談へつ
なげない（例：8050ケース、高齢者虐待など） 経済的困窮の背景

に障がいが考えら
れるが支援に至ら
ない

疾病や障がいの特
性に関する専門的
助言を得たい

警察通報等によ
り 家 庭 内 不 和
（家庭内暴力）
が顕在化するが
その後の継続的
支援に至らない
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